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(57)【要約】
【課題】簡易な構成で通信範囲を、予め設定した範囲内
に確実に制限する。
【解決手段】他の無線通信機と互いに識別符号を認識す
ることで通信を開始する無線通信機１０であって、ＧＰ
Ｓ電波から算出した自機の位置情報を記憶した記憶部１
０８と、他の無線通信機からの呼び出し信号中の識別符
号を認識する識別符号認識手段１００ｂと、通信可否判
断手段１００ｃと、を有し、前記認識した識別符号に含
まれる経度・緯度情報から、前記他の無線通信機の位置
を判断し、前記位置情報が予め設定した通信範囲内であ
る場合だけ受信を行う。
【選択図】　　　　　図２



(2) JP 2012-74902 A 2012.4.12

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　他の無線通信機からの呼出信号に応じて通信を開始する無線通信機であって、
　他の無線通信機と通信を行う通信部と、自機の位置情報を記憶した記憶部と、他の無線
通信機からの呼出信号中の識別符号を認識する識別符号認識手段と、前記認識した識別符
号に含まれる前記他の無線通信機の位置情報に基づき前記他の無線通信機との通信の可否
を判断する通信可否判断手段と、
　を有する無線通信機。
【請求項２】
　請求項１に記載された無線通信機において、
　前記記憶部に記憶された自機の位置情報から識別符号を作成する識別符号作成手段を有
する無線通信機。
【請求項３】
　請求項１または２に記載された無線通信機において、
　前記位置情報は経度・緯度情報である無線通信機。
【請求項４】
　請求項３に記載された無線通信機において、
　自機の経度・緯度情報を取得する手段を有する無線通信機。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載された無線通信機において、
　通信範囲を設定するための操作部を有し、
　前記通信可否判断手段は、他の無線通信機の識別符号が表す位置情報が前記設定された
通信範囲内にあるときのみ、前記他の無線通信機との通信データの交信を許容する無線通
信機。
【請求項６】
　請求項５に記載された無線通信機において、
　前記通信可否判断手段は、他の無線通信機の識別符号が表す位置情報が前記設定された
通信範囲内にないとき、前記他の無線通信機からの通信を遮断する無線通信機。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれかに記載された複数の無線通信機で構成された無線通信シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、無線通信機、とくに、その交信範囲を自端末から所定の範囲内にある無線通
信機との通信に限定する機能を備えた無線通信機、及び複数の上記無線通信機で構成され
る無線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　無線通信機（又は無線端末）間で通信を行う場合、相手との通信を開始するときは、送
信側無線通信機は自身の身分を示すＩＤ（識別符号）を無線電文に挿入して送信し、これ
を受信した受信側無線通信機とＩＤを互いに認証して通信を成立させる。この場合、ＩＤ
は、例えば、同一機種であることを識別するもの、無線通信機の事業者が同一事業者であ
ることを識別するもの、或いは予め登録された無線通信機であることを識別するためのも
のが一般的である。
【０００３】
　ところで、無線通信機間でＩＤが認証されて一旦通信が開始されると、受信側無線通信
機は送信側無線通信機の状況に関わらず、その後の電文を受信し続けることになる。この
場合、特に遠距離の相手と無線通信を行う場合には、通信空間の変化による影響を受けや
すく、時間的に長い電文を通信すると伝播ノイズや反射の変化などにより電文受信エラー
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が生じやすくなる。
　そのため、ＩＤにより送受信の認証はできても、その後の電文受信でエラーがあるまま
長い電文を受信し続けることが生じ得る。エラーがあるまま長い電文を受信し続けると、
電池駆動の通信機器においては無駄な電池の消費が進み、電池寿命の低下を招く事態とな
り得る。
【０００４】
　そのため、従来から無線通信する場合に、相手との距離の関係で通信の可否を判断する
ことが行われている。例えば、無線通信システムにおいて、無線端末が、無線ＬＡＮのア
クセスポイントと端末との間の第１の距離を算出し、前記算出された第１の距離と、無線
ＬＡＮの通信が可能な距離である第２の距離とを比較することによって、無線ＬＡＮの通
信可否を判断する無線通信システムが知られている（特許文献１）。
【０００５】
　また、通信相手の位置情報を取得する処理の負荷を軽減あるいはその処理を不要とする
ために、通信相手をアドレス帳記憶部ＡＤに記憶しておき、自己の位置情報とアドレス帳
に記憶されている通信相手情報とに基づいて、アドレス帳内からいずれかの通信相手を認
識してその位置情報を取得するシステムも知られている（特許文献２）。
【０００６】
　しかしながら、これら従来のシステムでは、いずれも相手側との距離を把握しかつ通信
の可否を判断するために特別の手段を必要としている。そのため、必然的にコストを要す
ることになる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００９－０５５３３０号公報
【特許文献２】特開２００８－１９９４２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、無線通信システムにおける上記問題に鑑みてなされたものであって、その目
的は、通信電文の受信に先立って行う識別符号の認証時に、同時に相手側つまり送信側無
線通信機の位置情報を取得できるようにして、自端末との位置関係に応じて通信可否の判
断を容易かつ簡便に行い無駄な電力の消費を抑制することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
（１）本発明は無線通信機であって、他の無線通信機からの呼出信号に応じて通信を開始
する無線通信機であって、他の無線通信機と通信を行う通信部と、自機の位置情報を記憶
した記憶部と、他の無線通信機からの呼出信号中の識別符号を認識する識別符号認識手段
と、前記認識した識別符号に含まれる前記他の無線通信機の位置情報に基づき前記他の無
線通信機との通信の可否を判断する通信可否判断手段と、を有している。
（２）本発明は上記（１）の複数の無線通信機で構成された無線通信システムである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、通信開始時に互いに認証する識別符号を位置情報（経度・緯度）その
ものとしたため、受信側無線通信機で予め通信可能範囲を設定しておくことにより、受信
可能な送信側無線通信機のみを容易に選択することができ、簡易な手段で無駄な電力の消
費を防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係るシステムを模式的に示した全体構成図である。
【図２】本実施形態のシステムを構成する無線通信機の構造を示すブロック図である。
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【図３】本実施形態のシステムにおける通信フォーマットを示す。
【図４】識別符号作成手段で作成される識別符号を各無線通信機毎に表した一覧表である
。
【図５】受信側無線通信機で行う電文受信可否判断処理を説明するフロー図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明の実施形態を図面を参照して説明する。
　図１は、本発明の実施形態に係るシステムを模式的に示した全体構成図である。また、
図２は、本実施形態のシステムを構成する無線通信機の構造を示すブロック図である。
【００１３】
　図１において、本無線通信システムは、複数の無線通信機１０（１）、１０（２）・・
・からなる。
　無線通信機１０（１０（１）、１０（２）・・・）は、それぞれ自身の位置情報を取得
し、それぞれの記憶手段に保存している。無線通信機１０が固定局であれば、位置情報は
不変であるが、移動局の場合は、例えば、図１に示すようにＧＰＳ（Global Positioning
 System）システムを運用する人工衛星２０からのＧＰＳ電波を受信して自身の位置を測
定する。
　本実施形態では各無線通信機１０はＧＰＳ電波により位置算出機能を有している。即ち
、各無線通信機１０は、人工衛星２０からのＧＰＳ電波を受信して自身の位置を算出し、
算出した緯度及び経度情報そのものを自身の識別符号とする処理を行う。
【００１４】
　各無線通信機１０は、図２に示すように、当該無線通信機１０全体を制御するＣＰＵ１
００と、ＣＰＵ１００のワーク用メモリとなるＲＡＭ１０１と、無線通信機１０の動作プ
ログラムなどを格納したＲＯＭ１０２と、他の無線通信機１０と通信を行うための通信部
１０３と、通信部１０３に接続されたアンテナ１０４と、受信したＧＰＳ電波を処理する
ＧＰＳ入力部１０５と、例えばＬＣＤ（液晶表示装置）などで構成された表示部１０６と
、必要に応じて音声入出力部１０７と、自身の位置情報や受信した電文などを記憶する記
憶部１０８及びユーザが例えば通信可能範囲を入力するための操作部１０９を備えている
。
【００１５】
　ＣＰＵ１００は、ＲＯＭ１０２に格納されたプログラムによる機能実現手段として、識
別符号作成手段１００ａと、識別符号認識手段１００ｂと、通信可否判断手段１００ｃを
備えている。
　識別符号作成手段１００ａは、受信したＧＰＳ電波から緯度・経度を算出し、その算出
した緯度・経度をそのまま識別符号として、図３の送信フォーマットで示すように、その
送信電文に付加する処理を行う。
【００１６】
　識別符号認識手段１００ｂは、受信した信号から送信側無線通信機の緯度・経度を表す
識別符号を認識して、その緯度・経度に基づき、送信側無線通信機の位置を特定する機能
を有している。
　通信可否判断手段１００ｃは、送信側無線通信機からの距離と、予め定めた自機の通信
（この場合受信）可能距離（無線通信機自体の通信可能距離と、周りの通信環境を考慮し
てユーザが任意に決定し、無線通信機の操作部１０９から入力して設定しておく）とを対
比することにより、受信が可能か否かを判断する機能を有する。
【００１７】
　識別符号作成手段１００ａ、識別符号認識手段１００ｂ、通信可否判断手段１００ｃは
、いずれもＲＯＭ１０２に格納されたプログラムによりＣＰＵ１００によって実行される
機能実現手段である。
【００１８】
　図３は、本実施形態に係る無線通信機が通信を行う場合の通信フォーマットの一例を示
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す。本通信フォーマットは、例えば、ＤＶＩ（device-independent file format）であっ
て、データの送付に先立って送る同期確立用のビット列からなる制御信号であるプリアン
ブルと、それに続くＩＤ（識別符号）、電文、及びデータの送付後に送るビット列である
ポストアンブルとからなっている。
　ここでは、ビット同期信号、フレーム同期信号、識別符号を併せて「呼出信号」と呼び
、例えば、間欠受信待ち受けを行うため呼出信号だけを繰り返し送信し、その繰り返し送
信時間は受信側無線通信装置の間欠受信待ち受け周期よりも長くする。
【００１９】
　図４は、識別符号作成手段１００ａで作成される識別符号を各無線通信機毎に表した一
覧表であって、各無線通信機はそれぞれ例えば人工衛星から受信したＧＰＳ電波に基づき
、自機の位置情報を算出し、それぞれの記憶部１０８に記憶させておくと共に、識別符号
作成手段１００ａはその位置情報をそのまま識別符号に作成する。
【００２０】
　図５は受信側無線通信機１０で行う電文受信可否判断処理を説明するフロー図である。
　即ち、受信側無線通信機１０（１）は、例えば送信側無線通信機１０（４）から呼出信
号を受信すると（Ｓ１０１、ＹＥＳ）、その識別符号認識手段１００ｂは呼出信号中の識
別符号（ＩＤ）を認識し（Ｓ１０２）、上記識別符号から当該送信側無線通信機１０（４
）の経度及び緯度を取得して記憶部１０８に格納する（Ｓ１０３）。また、それと共に通
信可否判断手段１００ｃは、取得した送信側無線通信機の位置情報（経度及び緯度情報）
に基づき、その位置情報と予め設定した通信可能範囲とを比較して（Ｓ１０４）、上記取
得した位置情報が上記予め設定した通信可能範囲内でないときは（Ｓ１０４、ＮＯ）、上
記送信側無線通信機との通信を不可と判断する。ここで、通信可否判断手段１００ｃは上
記送信側無線通信機との通信が不可と判断したときは、上記送信側無線通信機からの受信
通信を遮断する処理を行う。この処理は、例えば電池電源の遮断である。（Ｓ１０６）。
　ステップＳ１０４で、上記取得した位置情報が上記予め設定した通信可能範囲内である
ときは（Ｓ１０４、ＹＥＳ）、識別符号の認証後に電文の受信を行い（Ｓ１０５）、処理
を終了する。
【００２１】
　なお、電文中に位置情報を入れることでも、送信側－受信側無線通信機間における通信
の可否の判断は可能であるが、この場合は、位置情報を含む一定長の電文を受信すること
になるため、本発明の上記課題を解決することはできない。
　本実施形態では電文に先だって受信する呼出信号の識別符号自体が位置情報であり、受
信した識別符号を認識することが同時に送信側無線通信機の位置を特定することになるた
め、識別符号（呼出信号）を受信した段階で、つまり電文受信が開始される前に、通信の
可否を自動的に判断するため、無駄な受信を行って電池を徒らに浪費することはない。
【００２２】
　再び図１において、例えば、通信距離設定を１ｋｍとした無線通信機１０（１）を例に
採って説明すれば、受信側無線通信機１０（１）が例えば北緯35度40分18秒/東経139度44
分41秒にある場合において、送信側無線通信機１０（４）が北緯35度39分18秒/東経139度
44分41秒にあるとすると、両者は緯度1分差（＝1海里＝1.8km）であるため通信は不可で
ある。つまり、この受信側無線通信機１０（１）は、緯度・経度が同度同分でない送信側
無線通信機１０（４）からの通信は、遠方であり通信不安定とみなして受信不可つまり受
信しないようにすることができる。
【００２３】
　上記無線通信機は固定局でも移動局であってもよく、固定局であれば、その設置位置を
識別符号として記憶部１０８に一度登録しておけば、後は識別符号が変わることはない。
つまり、固定局の場合は、予めその緯度・経度情報が取得可能であればそれを保存してお
くだけでよい。移動局であれば、既に述べたように、ＧＰＳ電波を使用して自動的に緯度
・経度を測定し、それに基づき識別符号を作成する。
　以上の説明では、通信距離のみに限定して本発明の実施形態を説明したが、これに限る
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近い場所に設置された受信側無線通信機が県内（南側）の送信側無線通信機とのみ通信し
たい場合には、緯度情報が所定の値よりも小さい範囲、つまり南側にある識別符号の信号
だけを選択受信する、という使用方法も可能である。
【００２４】
　本実施形態は、識別符号が位置情報（緯度・経度情報）でもあることにより、受信側無
線通信機は、送信側無線通信機の識別符号を受信すると、その識別符号から直ちに受信の
可否を判断でき、したがって、電力の無駄な消費を抑制できる。また、送信側および受信
側無線通信機が固定局である場合、一旦ある送信側無線通信機からは受信可能であるとし
たときは、その識別符号を記憶部１０８に登録しておくことにより、次回からの受信は、
識別符号が認証されれば、自動的に電文の受信を行うことができる。
　なお、送信側無線通信機又は受信側無線通信機の少なくとも一方が移動局であるときは
、受信の度に図５に示す処理を行うことになる。しかし、その場合でもその処理は簡易で
あるから受信側無線通信機側の負担は少ない。
【符号の説明】
【００２５】
　１０（１０（１）、１０（２）・・・）・・・無線通信機、２０・・・人工衛星、１０
０・・・ＣＰＵ、１００ａ・・・識別符号作成手段、１００ｂ・・・識別符号認識手段、
１００ｃ・・・通信可否判断手段、１０１・・・ＲＡＭ、１０２・・・ＲＯＭ、１０３・
・・通信部、１０５・・・ＧＰＳ入力部、１０６・・・表示部、１０７・・・音声入出力
部、１０８・・・記憶部、１０９・・・操作部。
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